
1 

大月市 高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 
【概要版】 

１．計画の基本理念 

第９期計画では、引き続きこれまで推進してきた地域包括ケアシステムを更に深化させると

ともに、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域を共に創っていく地域共生社会の実現、そして令和22年（2040年）を見据えた高齢者福祉

施策の展開が重要となります。 

第８期計画では元気な高齢者を増やしていくとともに、様々な主体が参画し、地域で高齢者

を支えていくことが今後の本市における重要な視点であるという考え方から、「みんなでささ

えあう 元気高齢者が活躍するまち 大月」を基本理念として高齢者福祉施策を展開してきま

した。この元気な高齢者の増加や様々な主体が皆で支え合うこと、地域で高齢者を支えていく

ことは第９期計画の推進、更には今後の大月市の高齢者福祉施策の推進において重要な視点で

あると考えられます。 

以上のような考え方から、第９期計画においても、前回の基本理念を踏襲します。 

みんなでささえあう 元気高齢者が活躍するまち 大月 

２．計画の期間 

計画期間は、令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３年間です。 

本計画では、令和22年（2040年）までの中長期的な視野に立つとともに、計画期間中にお

いて社会情勢の変化等が生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 
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高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 

 

 

  

団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年(2040年)を見据えた視点 

（2021年～）前計画 次期計画（～2029年） 



2 

３．施策の体系 
 

基本目標１ 元気に活躍できるまち 

１．介護予防の推進 

（１）一般介護予防事業 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 

（３）介護予防・重度化防止の充実 

２．健康の保持・増進 

（１）健康づくり事業の充実 

（２）健康づくり活動への支援 

（３）健康診査・各種検診の促進 

３．社会参加・生きがい 

づくりの推進 

（１）高齢者雇用の促進 

（２）生涯学習やスポーツ活動等への支援 

（３）地域活動・社会活動への参加の促進 

 

基本目標２ 高齢者支援サービスが充実したまち 

１．地域包括ケアシステム

の深化 

（１）地域包括支援センターの充実・機能強化 

（２）地域包括ケアのネットワーク強化 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

（４）生活支援体制整備の充実 

（５）福祉人材の確保と資質の向上 

２．高齢者の生活支援 

サービスの充実 

（１）ひとり暮らし高齢者等支援サービスの充実 

（２）在宅生活支援サービスの充実 

（３）家族等による介護支援の充実 

３．介護サービスの充実 

（１）居宅サービスの充実 

（２）地域密着型サービスの充実 

（３）施設サービスの充実 

（４）介護サービスの効果的・効率的な運用 

 

基本目標３ 安心・安全に暮らせるまち 

１．認知症施策の推進 

（大月市認知症 

対策推進計画） 

（１）普及啓発・本人発信支援 

（２）予防 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

（４）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への 

支援・社会参加支援 

２．地域福祉活動の推進 
（１）地域福祉意識の高揚 

（２）ボランティア活動等への支援 

３．安心・安全な生活環境

の充実 

（１）高齢者の権利擁護・虐待防止の推進 

（２）外出しやすいまちづくりの推進 

（３）災害や感染症対策に係る体制整備 

（４）交通安全対策と防犯体制の促進 
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４．第１号被保険者の保険料 

所得段階 対象となる方 
保険料 

保険料率 月額（円） 年額（円） 

第１段階 

○生活保護受給者の方 

○老齢福祉年金※１受給者で、世帯全員が市民

税非課税の方 

○世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金

収入額と合計所得金額※２の合計が80万円

以下の方 

0.455 

(0.285) 

2,460 

(1,540) 

29,600 

(18,500) 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収

入額と合計所得金額の合計が80万円超120万

円以下の方 

0.685 

(0.485) 

3,700 

(2,620) 

44,400 

(31,500) 

第３段階 

世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収

入額と合計所得金額の合計が120万円を超え

る方 

0.69 

(0.685) 

3,730 

(3,700) 

44,800 

(44,400) 

第４段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円以下の方 

0.90 4,860 58,400 

第５段階 

（基準） 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円を超える方 

1.00 5,400 64,800 

第６段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

120万円未満の方 
1.20 6,480 77,800 

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

120万円以上210万円未満の方 
1.30 7,020 84,300 

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

210万円以上320万円未満の方 
1.50 8,100 97,200 

第９段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

320万円以上420万円未満の方 
1.70 9,180 110,200 

第10段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

420万円以上520万円未満の方 
1.90 10,260 123,200 

第11段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

520万円以上620万円未満の方 
2.10 11,340 136,100 

第12段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

620万円以上720万円未満の方 
2.30 12,420 149,100 

第13段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が

720万円以上の方 
2.40 12,960 155,600 

※年額は10の位を切り上げして算定 

※第１段階から第３段階の保険料については公費による軽減措置を実施（下段（ ）内） 

※１ 老齢福祉年金：明治44年（1911年）４月１日以前に生まれた方、または大正５年（1916年）

４月１日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 

※２ 合計所得金額：「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。 
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５．大月市内事業所一覧（令和５年（2023年）11月１日現在） 

 

▼ 介護予防支援（地域包括支援センター） 

利用者の状態に適したサービスが確実に提供されるよう、地域包括支援センターにより作成

された介護予防サービス計画に基づき、サービス事業者等との連絡調整等を行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

大月市地域包括支援センター 大月二丁目6-20 23-8034 

 

▼ 居宅介護支援（ケアマネジャー） 

ケアマネジャーが在宅で介護を受ける方の心身の状況や希望等を踏まえ、自立した日常生活

の支援を効果的に行うために、継続的かつ計画的に介護サービスに関する計画（居宅介護サー

ビス計画）を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関との連絡調整等を

行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

ケアプランいきがい 猿橋町桂台一丁目100-1 22-8888 

介護プラン「花さき」 大月町花咲10 23-2001 

福祉工房 大月二丁目12-30 塩谷ビル1F 30-1125 

クローバーケアサービス 
御太刀二丁目8-8 

ラ･グランメール2F 
23-3288 

介護ショップさくら 駒橋一丁目11-2 30-1023 

居宅介護支援事業所さるはし 猿橋町殿上552-5 20-1211 

やざわ居宅介護支援事業所 賑岡町畑倉967 22-0212 
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▼ 訪問介護（ホームヘルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、入浴、排泄等の身体介護や食事等の家事援

助等、日常生活上の介護や援助を行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

セントケア大月 大月二丁目3-8 21-5311 

ヘルパーステーション「花さき」 大月町花咲10 23-2001 

福祉工房 大月二丁目12-30 塩谷ビル1F 30-1125 

クローバーケアサービス 
御太刀二丁目8-8 

ラ･グランメール2F 
23-3288 

 

▼ 訪問看護 

通院困難な高齢者の家庭に、訪問看護ステーション等の看護師、理学療法士、作業療法士等

が訪問し、主治医と連絡・調整を行いながら療養上の看護を行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

訪問看護ステーションももくら 七保町下和田2132-1 20-1111 

つる訪問訪看ステーション 

（サテライトステーション） 
駒橋一丁目2-7 46-5125 

訪問看護ステーションさるはし 猿橋町殿上552-5 20-1411 

 

▼ 通所介護（デイサービス） 

介護施設等に通い、入浴、食事の提供等の日常生活上の介護を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

福祉工房 賑岡町奥山1833 21-5335 

共立デイサービスさるはし 猿橋町殿上587-1 20-1711 

デイサービス事業所ゆうゆう 七保町下和田1521-5 56-7100 

デイサービスセンター「やまゆり」 富浜町宮谷1518-1 23-2001 

デイサービスセンター シニア 初狩町下初狩4146-10 20-2552 

デイサービス いきがい 猿橋町桂台一丁目100-1 22-8887 
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７ ▼ 通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設（老健）、病院等医療施設等に通い、当該施設において心身機能の維持・回

復や日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを受

けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

介護老人保健施設ももくら 七保町下和田2132-1 20-1111 

 

▼ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム等の短期入所施設に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事

等の介護その他の日常生活上の介護、機能訓練を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

大月富士見苑 大月町真木4660 23-0294 

ショートステイしにあ 初狩町下初狩4146-10 20-2552 

ショートステイやまびこ 初狩町中初狩3274-45 20-2550 

ショートステイ サンコート大月 賑岡町浅利1108-1 23-1165 

 

▼ 短期入所療養介護 

介護老人保健施設（老健）等に短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練

その他の必要な医療及び日常生活上の介護を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

介護老人保健施設ももくら 七保町下和田2132-1 20-1111 
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▼ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症により常時介護が必要な中重度者で、自宅での介護が困難な方が入所し、

食事や入浴、排泄等日常生活に必要な介護を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

大月富士見苑 大月町真木4660 23-0294 

特別養護老人ホーム志仁也 初狩町下初狩4146-10  20-2552 

 

▼ 介護老人保健施設 

要介護状態の方で、症状が安定し、自宅に戻れるようリハビリテーションに重点を置いたケ

アが必要な方が、医学的管理の下で看護、機能訓練、日常生活上の介護を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

介護老人保健施設ももくら 七保町下和田2132-1 20-1111 

 

▼ 地域密着型通所介護（地域密着型デイサービス） 

利用定員18人以下の介護施設等に通い、入浴、食事の提供等の日常生活上の介護を受けるも

のです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

大月富士見苑 大月町真木4660 23-2094 

デイサービスセンター 

「ハッピーサークル」 
七保町葛野1574-2 22-2770 

いきがいフィットネス 猿橋町桂台一丁目100-1 22-8886 

 

▼ 小規模多機能型居宅介護 

在宅における生活の継続支援を目的に、要介護者の様態や希望に応じて、通いを中心に随時、

訪問や泊まりを組み合わせて日常生活上のケアを行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

ナーシングホーム猿橋 猿橋町猿橋110-2 21-9009 

セントケア大月榮町 大月二丁目3-8 21-2081 
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▼ 看護小規模多機能型居宅介護 

要介護者に対して、訪問看護と小規模多機能型居宅介護と訪問介護等を組み合わせて一体的

に提供することにより、効果的かつ効率的となるサービスを行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

看護多機能事業所まいほーむさるはし 猿橋町殿上552-5 20-1811 

 

▼ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の状態にある要介護者が５名～９名で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介

護スタッフによる食事、入浴、排泄等日常生活の支援や機能訓練を受けるものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

グループホーム ラ シーク桂台 猿橋町桂台一丁目99 56-8739 

 

▼ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（地域密着型特別養護老人ホーム） 

定員が29名以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に対し、ケアを行うものです。 
 

事業所名 住所 電話番号 

地域密着型特別養護老人ホーム山美家 初狩町中初狩3274-45 20-2550 

地域密着型特別養護老人ホーム 

サンコート大月 
賑岡町浅利1108-1 23-1165 

地域密着型特別養護老人ホーム 

サンコート大月サテライト 
賑岡町浅利1108-6 23-1165 

 

 

 

 

＜編集・発行＞ 大月市 市民生活部 福祉介護課 
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